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水道法の改正について
― 水道の基盤強化に向けて ―

厚生労働省 医薬・生活衛生局水道課長補佐 林　　　　　誠

１.はじめに

わが国の水道は、平成 29 年度末にお
いて 98.0％という高い普及率に達し、
国民生活や社会経済活動の基盤として必
要不可欠なものとなっている。一方で、
高度経済成長期に整備された水道施設の
老朽化が進行しているとともに、耐震性
の不足等から大規模な災害の発生時に断
水が長期化するリスクに直面している。
また、わが国が本格的な人口減少社会を
迎えることから、水需要の減少に伴う水
道事業および水道用水供給事業（以下「水
道事業等」という。）の経営環境の悪化
が避けられないと予測されている（図－
１）。さらに、水道事業等を担う人材の
減少や高齢化が進むなど、水道事業等は

深刻な課題に直面している。こうした状
況は、水道事業が主に市町村単位で経営
されている中にあって、特に小規模な水
道事業者において深刻なものとなってい
る。
これらの課題に取り組み、将来にわ

たって安全な水の安定供給を維持してい
くため、平成 30年 12 月に水道法の一部
を改正する法律が成立・公布され、令和
元年 10 月 1 日から施行される（水道施
設台帳の整備に係る規定については令和
４年９月 30日まで適用されない）。今回
の法改正において、法の目的を、これま
での水道の拡張整備を旨とした「水道の
計画的な整備」から、既存の水道の基盤
を確固たるものにすることを旨とする
「水道の基盤の強化」に改めるとともに、

主に次の４点について規定している。
・広域連携の推進
・適切な資産管理の推進
・官民連携の推進
・指定給水装置工事事業者制度の改善
本稿では、水道の基盤の強化に向けて

今後取り組むこととなる上記の４点につ
いて紹介する（図－２）。

２.広域連携の推進

1,355 の上水道事業の内、給水人口
５万人未満の中小規模の事業が 921と多
数存在しているほか、簡易水道事業が
5,133 あり ( 平成 28 年度 )、人的体制
や財政基礎が脆弱な中小規模の水道事業
者においては、単独で事業の基盤強化を
図り、将来にわたり持続可能な水道事業

図－１　水道を取り巻く状況
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を運営することが困難となりつつあるた
め、職員確保や経営面でのスケールメ
リットの創出につながる広域連携の手法
を活用することが有効である。このため、
今回の改正水道法においては、広域連携
の推進に関し、以下の事項について規定
している。
・都道府県は水道事業者等の間の広域的
な連携を推進するよう努めなければな
らないこととする。

・国は広域連携の推進を含む水道の基盤
を強化するための基本方針を定めるこ
ととする。

・都道府県は基本方針に基づき、関係市
町村および水道事業者等の同意を得
て、水道基盤強化計画を定めることが
できることとする。なお、現行法第５
条の２第１項の規定に基づく広域的水
道整備計画は、水道基盤強化計画と発
展的に統合することとする。

・都道府県は、広域連携を推進するた
め、関係市町村および水道事業者等を
構成員とする協議会を設けることがで
きることとする。
また、広域連携には、事業統合、経営

の一体化、管理の一体化（水質検査の共
同委託など）、施設の共同化（浄水場の
共同設置など）のほか、事務の代替執行
や技術支援といった様々な形態があり、

地域の実情に応じて適切に選択すること
となる。

３.適切な資産管理の推進

(１)水道施設の点検を含む維持・
修繕

水道施設の維持・修繕を適切に行うこ
とで、老朽化等に起因する事故を防止す
るなど水道施設を適切に管理するととも
に、予防保全の観点から、点検等を通じ
て施設の状態を適切に把握し、施設の長
寿命化による投資の抑制を図る必要があ
る。そのため、改正水道法においては、
水道事業者等は水道施設を良好な状態に
保つように、点検を含む維持および修繕
をしなければならないこととし、水道施
設の維持および修繕に関する基準を厚生
労働省令で定めることとした。今後、水
道事業者等は水道施設に対して、点検等
の方法や頻度等を定め、異状を把握した
場合には速やかに修繕等の対応を取るな
ど、適切に維持・修繕の措置を実施する
ことになる。

(２)水道施設台帳の整備
水道施設の位置、構造、設置時期等の

施設管理上の基礎的事項を記載した水道
施設台帳を整備しておくことは、水道施
設の適切な維持管理・更新を行う上で必

要不可欠であるとともに、災害時等の危
機管理体制の強化や、水道事業者等の間
での広域連携・官民連携を行うための基
礎情報としても活用できる。そのため、
改正水道法においては、水道事業者等に
対し、水道施設台帳の作成および保管を
義務づけることとしており、水道施設台
帳が未整備の水道事業者等におかれては、
令和４年９月 30 日までに整備を完了し
なければならない。また、水道施設台帳
の整備にあたり、一部の情報が欠損して
いる場合には、現地調査の他、過去の工
事記録の整理、近隣水道事業者等の同種
施設の整備年度等から推測するなどによ
り、情報が補完できるよう作業を進める
ことになる。

(３)アセットマネジメントの推進
水道事業者等は、将来にわたって事業

を安定的に経営するため、長期的視野に
立った計画的な資産管理（アセットマネ
ジメント）を行い、施設の更新需要を適
切に把握し、財源確保を考慮しつつ水道
施設の更新を計画的に行う必要がある
（図－３）。そのため、改正水道法におい
ては、水道事業者等は、長期的な観点か
ら、水道施設の計画的な更新に努めなけ
ればならないこととし、また、水道施設
の更新に要する費用を含む収支の見通し

図－２　水道法の一部を改正する法律の概要
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を作成し公表するよう努めなければなら
ないことを規定している。水道事業者等
に対しては、アセットマネジメントの取
組として、水道施設の更新需要および財
政収支の試算を進めるとともに、試算結
果を施設の更新計画や経営計画に反映す
ることを求めている。また、試算の実施
にあたっては、住民等に対する説明責任
が適切に果たされるよう、住民等に対し
て分かりやすい形で公表するよう努める
こととしている。

(４)持続可能なサービスに見合う水
道料金設定

将来にわたり水道事業を持続可能なも
のとするためには、長期的な見通しに基
づいて水道料金を設定することが求めら
れる。そのため、改正水道法においては、
水道料金が、健全な経営を確保（老朽化
する水道施設の維持、修繕や更新を計画
的に行うなど、継続的にサービスを提供
していくことができるように水道事業を
経営する状態であること）することがで
きるものでなければならないことを明示
的に規定し、供給規定に定められる水道
料金について「料金が、能率的な経営の
下における適正な原価に照らし、健全な
経営を確保することができる公正妥当な
ものであること」に改めた。
水道事業者に対しては、次の点を確認

し、必要に応じて、水道料金の見直しの

検討に着手するよう求めている。
・供給単価が給水原価を下回らない等、
財政の均衡が保たれるよう設定されて
いるか。

・水道施設の計画的な更新等の原資とな
る資産維持費を適切に盛り込んで算定
した額を基礎として、合理的かつ明確
な根拠に基づき設定されているか。
また、水道料金が、おおむね３年を通

じ財政の均衡を保つことができるよう設
定されたものであるとされている点を踏
まえ、定期的（３～５年）な水道料金の
検証および必要に応じた見直しを主体的
に実施することを求めている。

４.官民連携の推進

人口の本格的な減少の中で、安定的な
経営を確保し、効率的な整備・管理を実
施するため、地域の実情に応じて、事業
の広域化を行うとともに、多様な官民連
携の活用を検討することが求められてい
る。官民連携は、単に経費節減の手段と
してではなく、水道事業等の持続性、公
共サービスの質の向上に資するものとし
ても捉えるべきであり、水道事業等を担
う地方公共団体においては、それぞれの
置かれた状況に応じ、長期的な視点に
立って、優れた技術、経営ノウハウを有
する民間企業や、地域の状況に精通した
民間企業との連携を一層図っていくこと
が、事業の基盤強化に有効な方策の一つ

として考えられる。
水道事業等における官民連携には、個

別の業務を委託する形のほか、複数の業
務を一括して委託する包括業務委託や、
技術上の業務を委ねる場合に水道法上の
責任が受託者に移行する第三者委託、DB、
PFI の活用など様々な連携形態がある。
厚生労働省では、各水道事業者等が、

多様な選択肢の中から、各々の事業のあ
り方を踏まえた上で、適切なものを選択
できるよう、検討に当たって必要となる
情報や留意点を詳細に提供しているとこ
ろである。
さらに、今回の改正水道法では、事業

の確実かつ安定的な運営のため、公の関
与を強化し、地方公共団体が水道事業者
等としての位置付けを維持しつつ、厚生
労働大臣の許可を受けてコンセッション
方式を実施可能としたところである。厚
生労働省では、コンセッション方式の導
入の許可申請等に関するガイドライン等
を作成することとしており、作成に当
たっては「水道施設運営等事業の実施に
関する検討会」を新たに設置して議論を
進めたところである。
なお、コンセッション方式については、

民間の技術力や経営ノウハウの活用によ
る事業の効率化が期待される一方で、海
外における一部の事例を踏まえ水道料金
の高騰や不適切な水質管理等が生じるの
ではないかと懸念する声も聞かれている。

図－３　水道事業のアセットマネジメントの定義
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わが国の制度で同方式を導入する場合に
は、まず地方公共団体が条例で料金の枠
組み（上限等）を決定し、民間事業者は
その範囲内でしか料金設定ができない。
また、設備投資や業務に求める水準につ
いても PFI 法に基づく実施方針や民間事
業者との実施契約において、明確に定め
ることになる。さらに、今回の改正水道
法では、料金設定や業務内容を厚生労働
大臣が確認し、許可した上で、実施する
ことになる。加えて、万一、問題が発生
した場合にも、地方公共団体によるモニ
タリングで早期に把握し、改善を要求す
る等の仕組みとしている（図－４）。

５.指定給水装置工事事業者
制度の改善

指定給水装置工事事業者制度について
は、従来、各水道事業者が独自の指定基
準で給水装置工事を施行する者を指定し
ていたが、規制緩和の要請を受け、平成
８年に全国一律の指定基準による現行制
度が創設された。これにより、広く門戸
が開かれ、指定給水装置工事事業者（以
下「指定工事事業者」という。）が大幅
に増加した。
現行制度では、指定工事事業者の指定

についてのみ定められているが、指定の
有効期間が無く、指定工事事業者の廃止・
休止等の状況も反映されにくいため、指
定工事事業者の実態を把握することが困
難であった。

このため、今回の改正水道法では、指
定工事事業者を巡るトラブルの防止や指
定後の実態を把握し、指定工事事業者の
資質が継続して保持されるよう、指定に
有効期間を設ける更新制を規定すること
とした。指定の有効期間は、実態との乖
離防止や水道事業者や指定工事事業者の
負担も考慮し、５年間とした。
現在、約 23 万事業者以上の指定工事

事業者が存在しており、これらの更新時
期が５年後の一時期に集中することのな
いように、更新年度を分散させ、水道事
業者の事務の平準化を図ることが必要で
ある。そのため、最初の更新の時期につ
いて、指定を受けた日が平成 26年 10 月
１日以降である者は、施行後５年間は現
に受けている指定を有効とし、それより
も前に指定を受けた者については、指定
を受けた年月日に応じて、改正水道法の
施行から５年を超えない期間を有効期間
として段階的に設定することとしている。
また、水道事業者に対して、運用面に

おける以下の点について検討を依頼して
いる。
・指定工事事業者からの更新の申請時
に、講習会の受講実績、指定工事事業
者の業務内容、給水装置工事主任技術
者等の研修会の受講状況、配管技能者
の従事状況等といった情報を確認し、
必要に応じて指定工事事業者に対して
助言・指導を行うこと。

・上記で確認した指定工事事業者の業務

内容等、水道の利用者が指定工事事業
者を選択する際に有用となる情報を定
期的に提供すること。

６.おわりに

水道は、国民の生活の基盤として必要
不可欠なインフラであり、子や孫の将来
世代に着実に受け渡していくべきもので
ある。今後も安全な水を安定的に供給す
ることができるよう、水道の基盤強化に
向けた取組を推進していく。

図－４　コンセッション方式の導入に伴う懸念への対応について


